
法務省管情第580号

平成31年3月29日

地方入国管理局長殿

地方入国管理局支局長殿

法務省入国管理局長佐々木聖子

（公印省略）

「乗客予約記録(PNR)及び事前旅客情報(API)運用要領」の一部改正

について（通達）

今般，乗客予約記録(PNR)及び事前旅客情報(API)運用要領の一部を別添

のとおり改正したので，本年4月1日から実施されたく，通達します。

なお， これまでの通達等のうち本改正後の乗客予約記録(PNR)及び事前旅客情

報(API)運用要領と抵触する部分は，本改正後の乗客予約記録(PNR)及び事

前旅客情報(API)運用要領によることとします。

おって，管下出張所長に対しては，貴職から通知願います。

添付物

1 乗客予約記録(PNR)及び事前旅客情報(API)運用要領 1部

2乗客予約記録(PNR)及び事前旅客情報(API)運用要領（見消し）

1部

本信写し送付先

入国者収容所長



乗客予約記録(PNR)及び事前旅客情報(API)運用要領

平成31年4月1日

出入国在留管理庁

第1章共通事項

第1 目的

本要領は，運送業者等から報告を受けた乗客予約記録(PNR:PassengerName

Record)及び事前旅客情報(API :AdvancePassengerlnfbnnation)に係る地方

出入国在留管理官署における取扱いについて定め， これらを活用した厳格かつ円滑

な上陸審査等を実施することを目的とする。

第22用語の説明

1 乗客予約記録(PNR)

乗客予約記録（以下「PNR」 という。） とは， 出入国管理及び難民認定法（以

下「法」 という｡）第57条第9項の規定に基づき，本邦に入る航空機を運航する

運送業者等（以下「航空会社等」 という。）が， 当該航空機が出入国港に到着する

前に入国審査官に対し報告を行う乗客の予約に関する記録をいう。

なお，入国審査官からの「乗客予約記録の報告に係る要請書」 （別記第1号様式）

に対し，航空会社等が「航空通信情報利用による旅客予約記録情報報告書」 （別記

第2号様式）を提出の上，輸出入・港湾関連情報処理システム（以下「NACCS」

という｡）を経由して報告を行うPNRを「電子PNR｣,システムが未整備等の理

由により航空会社等がNACCSを経由せず紙媒体で報告を行うPNRを「文書P

NR」 という。

電子PNRは，原貝llとして航空機の本邦への出発予定時間の72時間前及び出発

後60分以内の2回，入国審査官に対して報告されるところ，前者を「72時間前

報告｣，後者を「出発後報告」 という。

2事前旅客情報(API)

事前旅客情報（以下「API」 という。） とは，法第57条第1項の規定に基づ

き本邦に入る航空機等の長が， あらかじめ到着する出入国港の入国審査官に対し報

告を行う，乗員及び乗客に係る事項等（氏名，国籍・地域，生年月日，旅券番号等）

をいう。

なお， 「航空通信情報利用による事前報告（代行手続）申出書」 （別記第3号様式）

-l-



を当局に提出した航空会社等は, NACCSを経由し，電子的にAPIの報告をす

ることができる。

3 事前旅客情報システム(APIS)

事前旅客情報システム（以下「APIS」 という。） とは, NACCSを経由し

てAPIの報告を行う航空会社等の航空便（以下「APIS参加便」 という。）の

APIを電子的に受信し, | I

lを行うことができるシステムをいう。
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3 業務体制

1 束京出入国在留管理局成田空港支局の業務体制
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第2章乗客予約記録(PNR)

第1 PNR審査対象者
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5航空会社等に対する文書PNRの要請方法等

1 ■■■■■■■■

（1）文書PNRの要請方法

第5

象者に係る要請書(別

記第6号様式又は別記第6号の2様式）を作成し，

■■■■■■■■航空会社等に対し，要請書（原本）を提出して報告を求める。

（2）■■■■■■■■■■
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第6 PNRの取扱いに係る留意事項

1 PNR情報の管理

PNRは，個人のプライバシーに係る多くの情報を有しており，特に電子PN

Rについては，全ての乗客の情報について報告を受けることから，厳重な管理の

下，高度なセキュリティ対策を講じなければならない性質のものである。 したが

って， この要領に記載のある場合及び真に必要である場合を除き, PNR端末か

ら情報を印刷したり， 印刷した情報を複写してはならない。また， 印刷したPN

Rの保管に際しては施錠可能なキャビネットで保管する等情報の漏えい，紛失，

誤廃棄等がないよう厳重な管理に努めなければならない。
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2電子PNRの行政文書としての保存

電子PNRは, NACCSからの送付を受けるPNRサーバ内に，保存期間5年

の行政文書として保存する。

3文書PNRの保管方法

錠可能

な書庫等に保管する。

4文書PNRの行政文書としての保存

文書PNR及び要請書の控えは行政文書として取り扱うこととし， これらの保存

期間は5年間とする。

なお,文書PNRは,行政文書であるとともに個人情報が含まれていることから，

紛失，漏えいしないよう取扱いには十分注意する。
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第3章事前旅客情報(API)
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4【 各空港への連絡
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2

第4 行政文書としての保存

NACCSを経由し電子的に報告を受けたAP

存期間を1年未満の行政文書として保存する。

Iは,APISのサーバ内に，保

- lフー



別記様式

乗客予約記録の報告に係る要請書

航空通信情報利用による旅客予約記録情報報告申出害（兼委託先登録依頼書）

航空通信情報利用による事前報告（代行手続）申出書（兼委託先登録依頼書）

別記第1号様式

別記第2号様式

別記第3号様式

別記第6号様式乗客予約記録の報告に係る要請書

目'億暁6号の2構尼乗客予約記録の報告に係る要請書

- 13-



別記第1号様式

乗客予約記録の報告に係る要請書

管

平成

第

年 月

ロ
言
ｐ
Ｈ

○○○○航空御中

○○出入国在留管理局○○○○支局（出張所）

首席審査官僧糯館噸渦ﾇ剛誰館(鵬澗’ )公印

空港に入港する貴社が運行する全ての便につい平成 月 日から

て， 出入国管理及び難民認定法第57条第8項の規定に基づき，予約者の予約記録

の報告を求めます。

なお，本報告は，輸出入・港湾関連情報処理システムにより行なって下さい。

(注1）報告は，直前の出発空港の出発予定時間の72時間前及び出発後60分

以内の2回とします。

(注2）電気通信回線の故障等により報告できない場合は，直ちに出入国在留管

理局に報告して下さい。



別記第2号様式

航空通信情報利用による旅客予約記録情報報告申出書兼委託先登録依頼害
平成 年 月 日

申出者

氏名(名称及び代表権者の氏名）

○○出入国笛P属笥 ・・局 御呼

電話番号

担当者

弊社は､下記規定に基づく旅客予約記録情報の報告について､航空通信情報をNACCSによる自動変換機能を利用して提出することを申し出ます。

根拠法令： 出入国管理及び難民認定法第57条

(1)代表利用者の利用者コード

rFn一同

(2)手続きを行う航空会社

１
２
３
４
５
６

(※)委託先利用者コード欄へ委託先の利用者コードを記載すると,委託先において変更･取消し･呼出･照会業務を可能となります。

(注） この申請の内容に変更があった場合は､直ちに提出窓口へ申し出て下さい。

登録区分 航牢会社名 航空会社コード 空港コード
旅客予約記録情報（※）

委託先利用者コード1

口追加 羽ﾘ除

口追加 ．削除

口追加
■■■■■■

一削除

口追加
■■■■■

■■■■■■■削除

口追加口削除

口追加口削除

つづき
ー

弓 無

nあり ｜ ｜なし

行政機関担当者記入欄 システム登録者記入欄



別記第3号様式

航空通信情報利用による事前報告(代行手続)申出書兼委託先登録依頼書
平成 年 月 日

申出者

氏名(名称及び代表権者の氏名）

王留彊当人陸 閲1坪

閥1坪

電話番号宍引堂脚

担当者

弊社は､下記規定に基づく乗組員及び旅客氏名表の報告について､航空通信情報をNACCSによる自動変換機能を利用して提出することを申し出ます。

出入国在留管理局： 出入国管理及び難民認定法第57条
税 関：関税法15条第10項､同法15条の3第1項､関税法17条第1項

検疫所：検疫法11条

また､弊社は､下記航空会社が上記情報を提出する際の手続きについて代行することを申し出ます。

(1)代表利用者の利用者コード

rFr~rn

(2)手続きを行う航空会社

１
２
３
４
５
６

(※)航空通信情報により報告した乗組員及び旅客氏名表の情報について､委託先において変更･取消し･呼出･照会業務を可能としたい場合は、
委託する情報の委託先利用者コード欄へ委託先の利用者コードを記載下さい。

(注)1．この様式は､出入国在留管理局､税関､検疫所の各提出窓口へ1通ずつ提出して下さい。
2.この申請の内容に変更があった場合は､直ちに提出窓口へ申し出て下さい。

登録区分 航牢会社名 航空会社コード 空港コード
乗組員氏名表（※）

委託先利用者コード1 委託先利用者コード2

旅客氏名表（※）
委託先利用者コード

手続開始日

口追加鴎I除

口追加
■■■■■■■■

山
■

白

0 I除

口追加
Ⅱ■■■■■■■

iI除

口追加に iI除

口追加亡 ﾘﾘ除

口追加
■■■■■■■

削除

つづき；
、
一
型
如

』
．
可

Ｐ
Ｌ
Ｌ
、

□ありnなし

行政機関担当者記入欄 システム登録者記入欄









別記第6号様式

乗客予約記録の報告に係る要請書

月

第
年

管

平成

具
ワ
［
ロ

○○○○航空御中

○○出入国在留管理局○○○○支局（出張所）

噸f
首席審査官餅謹噸硯XI柵醗舘

出入国管理及び難民認定法第57条第8項の規定に基づき，下記の者に係る乗客

予約記録の報告を求めます。

記

1 国籍・地域

2 氏名・性別

3 生年月日

4旅券番号

5搭乗日

6 搭乗便名



別記第6号の2様式

乗客予約記録の報告に係る要請書

管第

平成 年 月

ロ
万
口
日

○○○○航空御中

○○出入国在留管理局○○○○支局（出張所）

榊同
首席審査官(諦溌官(鵬張)Xl端篭舘（

出入国管理及び難民認定法第57条第8項の規定に基づき，下記の者に係る乗客

予約記録の報告を求めます。

記

○○○○○便（到着予定日○○月○○日）の乗客のうち，国籍・地域を○○とす

る全ての者
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乗客予約記録(PNR)及び事前旅客情報(API)運用要領

〒7麺一百一ローI fゴノコ 1三、-ノ 1－1

平成31年4月1日

法務省出入国存留管理局庁

第1章共通事項

第1 目的

本要領は，運送業者等から報告を受けた乗客予約記録(PNR:PassengerName

Record)及び事前旅客情報(API :AdvancePassengerInfbrmation )に係る地方

出入国在留管理官署における取扱いについて定め， これらを活用した厳格かつ円滑

な上陸審査等を実施することを目的とする。

第2用語の説明

1 乗客予約記録(PNR)

幸要領キー一一乗客予約記録（以下「PNR」 という｡） とは，夫管法出入国

管理及び難民認定法（以下「法」 という。）第57条第9項の規定に基づき．本邦

に入る航空機を運航する運送業者等（以下「航空会社等」 という｡）が， 当該航空

機が出入国港に到着する前に入国審査官に対し報告を行う乗客の予約に関する記録

をいう。

なお，入国審査官からの「乗客予約記録の報告に係る要請書」 （別記第1号様式）

に対し，航空会社等が「航空通信情報利用による旅客予約記録情報報告書」 （別記

第2号様式）を提出の上，読空会社等拳輸出入・港湾関連情報処理システム（以下

「NACCS」 という｡）を経由して報告を行うPNRを「電子PNR｣, システム

が未整備等の理由により航空会社等がNACCSを経由せず紙媒体で報告を行うP

NRを「文書PNR」 という。

→季
兆一走古一 一一 一・‐ ー、マター

一

一 マー U 1－L 一丞一之
且一ロー■■■■■■■■■､一一一一一一一

･ノー号qー。、 一三浬 1 J ‐ノ0Hビン

電子PNRは，原則として航空機の本邦への出発予定時間の72時間前及び出発

後60分以内の2回 入国審査官に対して報告されるところ 前者を「72時間前

報告｣，後者を「出発後報告」 という。

2事前旅客情報(API)

幸琴キーーー事前旅客情報（以下「API」 という。） とは，夫管法第57
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条第1項の規定に基づき本邦に入る航空機等の長が，手あJらかじめ到着する出入国

港の入国審査官に対し報告を行う，乗員及び乗客に係る事項等（氏名，国籍・地域，

生年月日，旅券番号等）をいう。

なお， 「航空通信情報利用による事前報告（代行手続）申出書」 （別記第3号様式）

を当局に提出した航空会社等は, NACCSを経由し，電子的にAPIの報告をす

ることができる。

3事前旅客情報システム(APIS)

幸要領キー弓キー＝事前旅客情報システム（以下「APIS」 という｡） とは, N

ACCSを経由してAPIの報告を行う航空会社等の航空便（以下「APIS参加

便」 という。）のAPIを電子的に受信し， ’
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第2章乗客予約記録(PNR)
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I１
１ 岸
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q■■対象者に係る要請書（別記第6号様式又は別記第6号の2様式）を作成
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第手6 PNRの取扱いに係る留意事項

1 PNR情報の管理

PNRは，個人のプライバシーに係る多くの情報を有しており，特に電子PN

Rについては，全ての乗客の情報について報告を受けることから，厳重な管理の

下，高度なセキュリティ対策を講じなければならない性質のものである。 したが

って， この要領に記載のある場合及び真に必要芒寒睾である場合を除き，幸差

勢菩PNR端末から情報を印刷したり，印刷した情報を複写してはならない。ま

た，印刷したPNRの保管に際しては施錠可能なキャビネットで保管する等，情

報の漏えい，紛失，誤廃棄等がないよう厳重な管理に努めなければならない。
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2今電子PNRの行政文書としての保存

電子PNRは, NACCSからの送付を受けるPNRサーバ内に，保存期間5年

の行政文書として保存する。

3 文書PNRの保管方法
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←文書PNR及び要請書の弐控え美は行政文書として取り扱うこととし， これ

らの保存期間は5年間とする。

今 なお，文書PNRは，行政文書であるとともに個人情報が含まれていることか

紛失，漏えいしないよう取扱いには十分注意する。ら，
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第3章事前旅客情報(API)
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第4行政文書としての保存

NACCSを経由し電子的に報告を受けたAPIは,APISのサーバ内に，保

存期間を1年未満の行政文書として保存す皇。
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別記様式

別記第1号様式乗客予約記録の報告に係る要請書

別記第2号様式航空通信情報利用による旅客予約記録情報報告申出書（兼委託先登録依頼書）

別記第3号様式航空通信情報利用による事前報告（代行手続）申出害（兼委託先登録依頼書）

別記第6号様式乗客予約記録の報告に係る要請書

別記第6号の2様式乗客予約記録の報告に係る要請書
q■■■■■■■■■
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別記第1号様式

乗客予約記録の報告に係る要請書

管 第

平成 年 月

ロ
言
［
口

○○○○航空御中

○○出入国在留管理局○○○○支局（出張所）

噸下
首席審査官甑識峨渦ﾇ端確館

平成 月 日から 空港に入港する貴社が運行する全ての便につい

て， 出入国管理及び難民認定法第57条第8項の規定に基づき，予約者の予約記録

の報告を求めます。

なお，本報告は，輸出入・港湾関連情報処理システムにより行なって下さい。

(注1）報告は，直前の出発空港の出発予定時間の72時間前及び出発後60分

以内の2回とします。

(注2）電気通信回線の故障等により報告できない場合は，直ちに出入国在留管

理局に報告して下さい。



別記第2号様式

航空通信情報利用による旅客予約記録情報報告申出書兼委託先登録依頼書
平成 年 月 日

申出者

氏名(名称及び代表権者の氏名）

○○出入国在留管理局 御中

電話番号

担当者

弊社は､下記規定に基づく旅客予約記録情報の報告について､航空通信情報をNACCSによる自動変換機能を利用して提出することを申し出ます。

根拠法令： 出入国管理及び難民認定法第57条

(1)代表利用者の利用者コード

■■■■■

(2)手続きを行う航空会社

旅客予約記録情報（※）

委託先利用者コード1’！

空港コード航空会社コード航空会社名登録区分

封
一
画
一
睡
一
画
一
卿
一
封

恥
恥
恥
一
恥
一
恥
一
恥

１
２
３
４
５
６

(※)委託先利用者コード欄へ委託先の利用者コードを記載すると,委託先において変更･取消し･呼出･照会業務を可能となります。

システム登録者記入欄

’
行政機関担当者記入欄

(注） この申請の内容に変更があった場合は､直ちに提出窓口へ申し出て下さい。

つづき有無

nあり ｜ ｜なし

庁
幸
Ｌ
ｎ



別記第3号様式

航空通信情報利用による事前報告(代行手続)申出書兼委託先登録依頼書
平成 年 月 日

申出者

氏名(名称及び代表権者の氏名）

(出入国在留管理局） 御由

御中（税関）

電話番号(検疫所） 御中

担当者

弊社は､下記規定に基づく乗組員及び旅客氏名表の報告について､航空通信情報をNACCSによる自動変換機能を利用して提出することを申し出ます。

出入国在留管理局： 出入国管理及び難民認定法第57条
税 関： 関税法15条第10項、同法15条の3第1項､関税法17条第1項

検疫所：検疫法11条

また､弊社は､下記航空会社が上記情報を提出する際の手続きについて代行することを申し出ます。

(1)代表利用者の利用者コード

nl-Fn

(2)手続きを行う航空会社

｜ 乗組員氏名表（※）

|委託先利用者ｺｰド'|委託先利用者ｺｰド2
旅客氏名表（※）

委託先利用者コード
手続開始日航空会社コード 牢港コード航空会社名登録区分

岬
一
卿
呵
呵
一
蜘
呵

田
一
四
一
鴎
一
四
一
鴎
一
鴎

11除１
２
３
４
５
６

l1除

11除

l1除

l1除

11除

(※)航空通信情報により報告した乗組員及び旅客氏名表の情報について､委託先において変更･取消し｡呼出･照会業務を可能としたい場合は、
委託する情報の委託先利用者コード欄へ委託先の利用者コードを記載下さい。

’’
’システム登録者記入欄行政機関担当者記入欄

(注）1．この様式は､出入国在留管理局､税関､検疫所の各提出窓口へ1通ずつ提出して下さい。
2この申請の内容に変更があった場合は､直ちに提出窓口へ申し出て下さい。

つづき有無

□ありnなし











別記第6号様式

乗客予約記録の報告に係る要請書

管

平成 月

第
年

ロ
呑
口
Ｈ

○○○○航空御中

○○出入国在留管理局○○○○支局（出張所）

噸爾F
首席審査官(諦審館I脹桐X端穂館

出入国管理及び難民認定法第57条第8項の規定に基づき，下記の者に係る乗客

予約記録の報告を求めます。

＝T

同巳

1 国籍・地域

2 氏名・性別

3 生年月日

4旅券番号

5搭乗日

6搭乗便名



別記第6号の2様式

乗客予約記録の報告に係る要請書

管第 号

平成 年 月 日

○○○○航空御中

○○出入国在留管理局○○○○支局（出張所）

嬢綱F
首席審査官(輔諮自峨澗ﾇ燗醗館（

出入国管理及び難民認定法第57条第8項の規定に基づき，下記の者に係る乗客

予約記録の報告を求めます。

記

○○○○○便（到着予定日○○月○○日）の乗客のうち， 国籍・地域を○○とす

る全ての者
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